
東京都中央区日本橋大伝馬町２－５
石倉ビル１階

第２期
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自　令和　５年　４月　１日

至　令和　６年　３月３１日

公益社団法人日本ラクロス協会



公益社団法人　日本ラクロス協会

(単位：円）

公１ 小計

Ⅰ一般正味財産増減の部

１．経常収益

（１）経常収益

　会費収入 (76,235,000) (76,235,000) (76,235,000) (152,470,000)

会費収入 76,235,000 76,235,000 76,235,000 152,470,000

　事業収入 (192,256,510) (192,256,510) (192,256,510)

チケット収入 25,834,700 25,834,700 25,834,700

制作物売上 2,002,690 2,002,690 2,002,690

参加費収入 102,667,230 102,667,230 102,667,230

協賛金収入 37,620,000 37,620,000 37,620,000

資格認定料収入 9,663,166 9,663,166 9,663,166

その他収入 14,468,724 14,468,724 14,468,724

　助成金・補助金収入 (8,170,544) (8,170,544) (8,170,544)

基金助成金 4,800,000 4,800,000 4,800,000

くじ助成金 1,605,000 1,605,000 1,605,000

国際スポーツ大会調査等支援事業補助金 1,765,544 1,765,544 1,765,544

　雑収益 (8,833) (8,833)

受取利息収入 1,833 1,833

その他雑収入 7,000 7,000

　受取寄付金 (1,137,500) (1,137,500) (1,137,500)

特定資産取崩収入(受取寄付金振替高) 1,137,500 1,137,500 1,137,500

　経常収益計 277,799,554 277,799,554 76,243,833 354,043,387

（２）経常費用

　事業費 (312,637,598) (312,637,598) (312,637,598)

給料手当 50,507,652 50,507,652 50,507,652

法定福利費 5,186,005 5,186,005 5,186,005

旅費交通費 90,243,854 90,243,854 90,243,854

通信費 1,768,840 1,768,840 1,768,840

賃借料 9,633,479 9,633,479 9,633,479

支払保険料 2,495,467 2,495,467 2,495,467

修繕費 6,050 6,050 6,050

水道光熱費 375,972 375,972 375,972

消耗品費 7,763,043 7,763,043 7,763,043

事務用消耗品費 2,951,012 2,951,012 2,951,012

施設利用料 49,980,229 49,980,229 49,980,229

支払手数料 6,203,406 6,203,406 6,203,406

リース料 278,386 278,386 278,386

広告宣伝費 3,119,340 3,119,340 3,119,340

租税公課 31,200 31,200 31,200

諸会費 2,023,802 2,023,802 2,023,802

会議費 4,618,891 4,618,891 4,618,891

調査研究費 7,500 7,500 7,500

業務委託費 22,999,137 22,999,137 22,999,137

制作費 43,180,802 43,180,802 43,180,802

審判派遣費 4,104,755 4,104,755 4,104,755

支払報酬料 1,650,832 1,650,832 1,650,832

雑費 3,507,944 3,507,944 3,507,944

正味財産増減計算書
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

科　　　　　目
公益目的事業会計

法人会計 合計



公１ 小計
科　　　　　目

公益目的事業会計
法人会計 合計

　管理費 (46,272,244) (46,272,244)

給与手当 19,641,865 19,641,865

法定福利費 2,016,780 2,016,780

旅費交通費 202,519 202,519

通信費 86,869 86,869

賃借料 1,011,249 1,011,249

支払保険料 4,450,534 4,450,534

水道光熱費 39,467 39,467

消耗品費 196,926 196,926

事務用消耗品費 12,939 12,939

会員登録費 4,267,120 4,267,120

支払手数料 4,290,903 4,290,903

租税公課 2,587,500 2,587,500

諸会費 686,400 686,400

会議費 192,960 192,960

業務委託費 2,862,000 2,862,000

制作費 3,241,447 3,241,447

支払報酬料 483,076 483,076

雑費 1,690 1,690

経常費用計 312,637,598 312,637,598 46,272,244 358,909,842

　当期経常増減額 -34,838,044 -34,838,044 29,971,589 -4,866,455

２．経常外損益の部

（１）経常外収益

　経常収益計

（２）経常外費用

　経常費用計

　当期経常外増減額

　当期一般正味財産増減額 -34,838,044 -34,838,044 29,971,589 -4,866,455 

　一般正味財産期首残高 - - - 134,419,863

　一般正味財産期末残高 - - - 129,553,408

Ⅱ指定正味財産増減の部

　当期指定正味財産増減の部

　受取寄付金 1,960,000 1,960,000 1,960,000

　特定資産取崩収入 -1,137,500 -1,137,500 -1,137,500 

　当期指定正味財産増減額 822,500 822,500 822,500

　指定正味財産期首残高 - - - 1,129,500

　指定正味財産期末残高 - - - 1,952,000

Ⅲ正味財産期末残高 - - - 131,505,408



貸　借　対　照　表

公益社団法人　日本ラクロス協会

令和６年３月３１日　現在

(単位：円）

131,304,941    

2,100,155       

1,894,200       

8,453,147       

752,400         

144,504,843    

①特定資産

1,815,000       

1,815,000       

②その他固定資産

4,186,000       

4,186,000       

6,001,000       

150,505,843    

16,108,781      

356,154         

2,535,500       

19,000,435      

19,000,435      

1,952,000       

129,553,408    

150,505,843    

科目 金額

Ⅰ資産の部

1流動資産

普通預金

定期預金

商品

未収入金

前払費用

流動資産合計

2固定資産

JLF事業特定資産

特定資産合計

保証金

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

Ⅱ負債の部

Ⅲ正味財産の部

受取寄付金

正味財産

負債及び正味財産合計

1流動負債

未払金

預り金

未払消費税等

流動負債合計

負債合計



附属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細

（単位　：　円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

0 0 0 0

特定資産

　JLF事業特定資産 1,129,500 1,960,000 1,137,500 1,952,000

1,129,500 1,960,000 1,137,500 1,952,000

1,129,500 1,960,000 1,137,500 1,952,000

２．引当金の明細

　　該当なし

　　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

科目

　該当なし

小計

小計

合計



財 　産 　目 　録

(単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

(流動資産)

普通預金 三井住友銀行 運転資金として 131,304,941

定期預金 三井住友銀行 運転資金として 2,100,155

商品 公益目的事業 1,894,200

未収入金 基金助成金他 公益目的事業 8,453,147

前払費用 大阪事務所家賃 公益目的事業 752,400

144,504,843

(固定資産)

特定資産 JLF事業特定資産 三井住友銀行　アオイ支店　普通預金 公益目的事業 1,815,000

その他固定資

産
保証金 石倉不動産㈱ 事務所にかかる保証金 2,268,000

財形住宅 公益目的事業(大阪倉庫)にかかる保証金 500,000

宅建ブレインズ 東京事務所保証料 50,000

㈱アリオ 大阪事務所保証料 1,368,000

6,001,000

150,505,843

(流動負債)

未払金 事業費他 公益目的事業 16,108,781

預り金 職員源泉税預り金 公益目的事業 283,354

職員住民税預り金 公益目的事業 72,800

未払消費税等 2,535,500

19,000,435

19,000,435

131,505,408

負債合計

正味財産

　　          　　　　　　令和６年３月３１日　現在

貸借対照表科目

流動資産合計

固定資産合計

資産合計

流動負債合計



公益社団法人  日本ラクロス協会

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

   資産の評価基準及び評価方法

     たな卸資産の評価基準及び評価方法

   その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

     消費税等の会計処理

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

（単位　：　円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

0 0 0 0

特定資産

　JLF事業特定資産 1,129,500 1,960,000 1,137,500 1,952,000

1,129,500 1,960,000 1,137,500 1,952,000

1,129,500 1,960,000 1,137,500 1,952,000

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

（単位　：　円）

当期末残高
（うち指定正味財産

からの充当額）

（うち一般正味財産

からの充当額）

（うち負債に対応する

額）

基本財産

0 0 0 0

特定資産

　JLF事業特定資産 1,952,000 (1,952,000)

1,952,000 (1,952,000) 0 0

1,952,000 (1,952,000) 0 0

個別注記表

自 令和５年４月１日

至 令和６年３月３１日

       商品･･････最終仕入原価法

       税込方式で計上している。

　　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

科目

　該当なし

小計

小計

合計

　　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

科目

　該当なし

小計

小計

合計



４．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

（単位　：　円）

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
貸借対照表上の記

載区分

助成金

　スポーツ振興基金

助成金

（独）日本スポーツ振

興センター
3,242,000 4,800,000 3,242,000 4,800,000 未収金

　スポーツ振興くじ助

成金

（独）日本スポーツ振

興センター
1,247,000 1,605,000 1,247,000 1,605,000 未収金

　国際スポーツ大会調

査等支援事業補助金
東京都 0 1,765,544 0 1,765,544 未収金

4,489,000 8,170,544 4,489,000 8,170,544合計

　　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りである。



監 査 報 告 書 

令和６年６月１１日 

公益社団法人日本ラクロス協会 

理事長 佐々木  裕介 殿 

 

公益社団法人日本ラクロス協会  

監 事    石槫 信孝 

監 事    光本 亘佑 

監 事   小久保 愛子 

 

私たち監事は、2023年 4月１日から 2024年 3月 31日までの事業年度の理事の職務の執

行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。 

 

１ 監査の方法及びその内容 

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め

るとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財

産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告につい

て検討いたしました。 

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類

（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書について検討いたしました。 

 

２ 監査意見 

(1) 事業報告等の監査結果 

一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。 

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は

認められません。 

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

計算書類及びその附属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に示しているものと認めます。 

以上 


